
苗館市 と震ヶ関キャピグル株式会社 との連携協定書

轟館市 (以下「甲」という。)と 霞ヶ関キャピグル株式会社 (以下「乙」という。)

は,次のとおり協定 (以下「本協定」という。)を 締結する。

(目 的 )

第 1条  本協定は ,乙が苗館市内に開発 を検討 してい る工場併設型倉庫施設 ((振
称 )フ ァク トリー &ロ ジステ ィクスパーク (以下「本施設」とい う。))に 関 して ,

甲お よび乙が本施設 に入居す る企業の謗致 を連携 し,地域 における雇用の場 の
創出に努め るとともに,協働 して活動 を推進す ることによ り,地域の活性化に資

す ることを目的 とす る。

(違場・協力事項 )

第 2条  甲および乙は ,前条の目的 を達成す るため ,次の事項 について連携 し,互
いに協力するものとする。なお、乙は、本協定の締結にかかわらず、本施設の開

発義務を負うものではない。

(1)本施設に関する積極的な情報発信や入居企業の謗致の実現に関すること。
(2)本施設への土地などを希望する企業情報の共有に関すること。
(3)進出企業の支援制度や地元人材などの情報提供に関すること。
(4)地域経済の活性化に関すること
(5)災害対策に関すること。
(6)脱炭素化の取 り弁ユみに関すること。
(7)そ の他 ,甲 ,乙の協議により決定 した事項。

(秋 密ヽの保持 )

第 3条  甲および乙は ,本協定に基づ く連携および協力を行 う土で ,互 いに知 り得
た情報 を、第 1条の目的の達成 に斃要な範囲でのみ使用 し、かつ、善 Rな る管理
者 と して注意義務 をもって慎童 に保管お よび管理 し,本協定の有効期 間および
期間終 了後 において も,第二若 に開示 し,漏 えい しない もの とす る。

(個人情報の工 り扱い )

第 4条  甲および乙は ,個 人情幸Rの取 り扱いについては ,法今等 を導守 し,通工に
管理 しなければならなぃ。

(本協定書の有効期間 )

第 5条  本協定の有効期間は,協定の締結の 日か ら今希・ 8年 3月 31日 まで とす
る。ただし,有効期間満了の日の 1か月前までに,甲 乙いずれからも申出がない

場合は,さ らに 1年間筵長するものとし,以後も同様とする。

2 前項 に規定す る協定の有効期間中であって も,甲 乙協議の うえ、合意により本
協定の内容 を変更す ることがで きる。

(本協定書の解除 )

第 6条  甲または乙が有効期間の中途 において解約 を申 し出た場合 には、甲お よ
び乙は協議 を行 うもの とす る。この場合、合意が成立 しない ときは、甲または乙

は、相手方に対 して 1か 月前までに書面で還女口す ることにより、相手方に何 ら責
任 を負 うことな く、本協定 を解除す ることがで きるもの とす る。

(疑義の決定 )

第 7条 本協定に定めがない事項または本協定の条項の運用に当たり疑義が生 じ
たときは,甲 乙協議のうえ決定するものとする。

本協定の締結 を証 す るため ,本書 2通 を作成 し,甲 乙署名の うえ,各 自その 1通
を保有す る。

今ホ・ 7年 9月 24日
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